
奈
良
県
告
示
第
五
百
七
号

平
成
三
十
年
二
月
奈
良
県
告
示
第
四
百
六
号
（
大
和
川
流
域
に
お
け
る
総
合
治
水
の
推
進
に
関
す
る

条
例
第
二
条
第
一
号
の
知
事
が
告
示
す
る
区
域
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

「
奈
良
県
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
河
川
課
」
を
「
奈
良
県
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
河
川
整
備
課
」
に

改
め
る
。
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